
第 14 章　近代の産業と生活　2. 近代文化の発達　（1）教育の普及
　この資料は、1900（明治33）年に定められたと考えられる、鳥取高

等小学校の内
ない

規
き

における総則部分の抄である。

　同年、これに先立って小学校令の全面改正（第三次小学校令）が公

布されている。この改正により、保護者は「学齢児童ヲ就学セシム

ルノ義務ヲ負フ」ことになり、公立小学校の授業料が原則無償とさ

れたため、就学率は 9 割以上まで到達した。また、小学校の教則は

文部大臣が定めるとし、教則の国定化が成立した。

　日清戦争を経たこの頃の教育をめぐる社会的条件は大きく変
へんぼう

貌し

ており、産業革命の進行、後進資本主義体制の急速な形成が、公教

育の制度や内容、その量と質を規定する新たな要因として登場して

きた。徳育を含んだそれへの対策についての学校教育への期待は非

常に大きく、これに応じて天皇制国家の形成に関わる諸行事を職務

や学校行事に積極的に位置づけようとした姿勢・意図をはっきりと

読み取ることができるものである。当初は奉
ほうどく

読されてもまだ今一つ

理解されず、その力も認識されていなかった教
きょう

育
いく

勅
ちょく

語
ご

も、次第に「超

越的権威」を帯びたものへと変化していく。

＊高等小学校
　明治19年の小学校令以来、第二次大戦前までの時代に存在した、後期初等
教育または前期中等教育を担った学校。修業年限4年の尋常小学校の上部にあ
たった。義務教育ではなかったため授業料を徴収し、服装も男女とも袴

はかま

着用
が一般的であるなど、尋

じん

常
じょう

小学校とは少なからざる差異があった。概
おおむ

ね 2 年な
いし 4 年を修業年限としたが、明治40年に義務教育期間（= 尋常小学校の修業
年限）が 4 年から6 年に延長されると、修業年限は 2 年となる。　　（担当：前田孝行）

近代

明治後期の国家と学校 ―鳥取県の高等小学校―

鳥取県鳥取市　鳥取高等小学校内規
『鳥取高等学校内規・内規定　鳥取高等小学校　久松尋常高等小学校規定・評決録　

明治26 ～鳥取市小学校長会』（鳥取県立公文書館蔵）
・鳥取県『新鳥取県史資料編　近代 4　行政 1』（2016年）
・松尾　茂『写真集　明治大正昭和　鳥取』（国書刊行会　1980年） 
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鳥取高等小学校…明治18年創立（東町の愛護会演武場を校舎）、明治22年　因幡高等小学校と改称（因幡に高等小学校が１校しかなかったため）
旧鵜殿邸に新築移転。

鳥取高等小学校
（『写真集　明治大正昭和　鳥取』より転載）

解説

参考
資料

鳥取県立公文書館新鳥取県史を活用したデジタル郷土学習教材　《学習教材の作成方針・作成担当者》《ご利用にあたって》

https://www.pref.tottori.lg.jp/kobunsho/
https://www.pref.tottori.lg.jp/254691.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/kobunsho/
https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1417454/creationpolicy2026.pdf
https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1417454/beforeusing2026.pdf

